
一般事業主行動計画 （女性活躍推進法） 

京王運輸株式会社 

 

 従業員の仕事と生活の両立を促進する観点から、より働きやすい職場環境を整備するため、次の行動

計画を策定する。 

 

１．計画期間：   ２０２１年４月１日 ～ ２０２４年３月３１日 

 

２．目標と取組内容・実施時期 

   

 

 

＜取組内容＞ 

  ●２０２１年 ４月～ 毎月の所長会議、副所長連絡会議で、人毎、営業所毎の残業の状況を報告。 

※以降も毎月実施。 

 

●２０２１年 ６月  営業所毎の人工や残業の状況を踏まえた定期異動の実施。 

※以降も、２０２２年６月、２０２３年６月に実施予定。 

            

  ●２０２１年１０月  年間総残業時間の月あたり平均時間、長時間労働の件数を検証（２０２０

年１０月～２０２１年９月分）。 

※以降も、２０２２年１０月、２０２３年１０月に実施予定。 

                

  ●２０２２年 ４月  残業が一定時間に達した時点での告知運用の開始（勤怠システム活用等）。 

 

              

以 上 

目標：業務平準化の取り組み等により、会社全体の年間総残業時間の月あたり平均時間を２０時

間以内とする。 


